
船舶事故等調査報告書 

平成２２年９月３０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９横第２１１号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２１年８月１３日（木） １５時２０分ごろ 

発生場所 三重県志摩市御座白浜海水浴場北東方 御座埼灯台から真方位０４５°１,

４５０ｍ付近 

（概位 北緯３４°１６.８′ 東経１３６°４５.８′） 

事故等調査の経過  平成２１年８月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

Ａ 水上オートバイ R X P
アールエックスピー

、０.１トン 

   ２４３－３６６３１三重、個人所有 

Ｂ 水上オートバイ ウィング、０.１トン 

   ２４３－３７０７５三重、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、特殊小型船舶操縦士 

Ｂ 船長、特殊小型船舶操縦士 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 負傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首船底部にＦＲＰ剥離 

Ｂ 左舷船首フロントカバーにき
．
裂 

 事故等の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗船し、御座白浜海水浴場沖で遊走していた他

の水上オートバイに並走するよう、ハンドルをわずかに右にとって航行

中、右前約１５ｍのところに止まっているＢ船を認め、Ｂ船を避けようと

してハンドルを左に切った。 

Ｂ船は、先行していたＡ船の右舷側を追い越したのち、仲間の水上オー

トバイを止まって待っていたところ、左舷船首方向からＡ船が近づいてく

ることに気付いたが、どうすることもできず、平成２１年８月１３日１５

時２０分ごろ、Ｂ船の左舷船首とＡ船の船首とが衝突した。 

船長Ｂは、衝突の衝撃で落水するとともに気を失ったが、Ａ船に救助さ

れた後、病院に搬送された。 

船長Ｂは、左肩鎖関節脱臼を負った。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南東、風力 ３、視界 良好 

その他の事項  船長Ａ及び船長Ｂとも救命胴衣を着用していた。 

あり 分析 乗組員等の関与 

なし 船体・機関等の関与 

なし 気象・海象の関与 

 Ａ船は航行中、Ｂ船は停留中、御座白浜海水浴

場の北東方沖において、両船が衝突したものと考

えられる。 

判明した事項の解析 

船長Ａは、他の水上オートバイに並走すること

に意識を集中していたため、前方の見張りを行わ

 



 

ず、Ｂ船に気付かなかったものと考えられる。 

船長Ｂは、仲間の水上オートバイを停留して待

っていたとき、Ａ船が近づいて来ることに気付い

たが、衝突を避ける動作をとる余裕がなかったも

のと考えられる。 

原因  本事故は、御座白浜海水浴場の北東方沖において、Ａ船が航行中、Ｂ船

が停留中、Ａ船が、前方の見張りを行わなかったため、Ｂ船に気付かずに

航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 




